
須恵町人事行政の運営等の公表 

 

  須恵町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定により、人事行政運営等

の状況を次のとおり公表します。 

 

 

１  職員の任免及び職員数に関する状況 

２  人事評価の状況 

３  職員の給与の状況 

４  職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

５  職員の休業に関する状況 

６  職員の分限及び懲戒処分の状況 

７  職員の服務の状況 

８  職員の退職管理の状況 

９  職員の研修の状況 

１０  職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 

（１） 職員の任免 

ア 職員の採用状況                        （単位：人） 

職種 男性 女性 合計 

新規採用 ２ ４ ６ 

新規再任用 １ ０  ３ 

合計 ３ ４ ９ 

※令和３年４月２日から令和４年４月１日までに採用された職員（任期付職員・再任用短時間勤務 

職員を含む 

 

イ 再任用の状況（令和４年４月１日）               （単位：人） 

職種 男性 女性 合計 

再任用（フルタイム） ２ ０ ２ 

再任用（短時間） ２ ０ ２ 

合計 ４ ０ ４ 

 

ウ 職員の退職状況（令和３年度中）  （単位：人） 

区分 一般職 

定年・勧奨退職 ３  

その他 ０  

合計 ３  

 

（２）部門別職員数の状況（各年 4月 1日現在）        （単位：人） 

区 分 

部 門   

職員数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

令和 3年 令和 4年 

普 

通 

会 

計 

部 

門 

一 

般 

行 

政 

部 

門 

議  会 3  3  0   

総  務 32  33  1  前年度減員分の補充 

税  務 13  14  1  育休職員の代替補充 

労  働 0  0  0   

農林水産 6  6  0   

商  工 1  1  0   

土  木 11  11  0   

民  生 37  22  -15  保育所民営化等による減 

衛  生 11  12  1  派遣終了に伴う増 

計 114  102  -12   

教育部門 23  36  13  保育所民営化等による増 

小計 137  138  1   



公
営
企
業
等
会
計
部
門 

水   道 9  8  -1  短時間勤務職員の配置 

下 水 道 5  5   0   

そ の 他 7  7  0   

公営企業等会計部門計 21  20  -1   

総  合  計 158  158  0   

 
 
 
 
 

２ 人事評価の状況 

 

  人事評価の概要 

   職員の日常の仕事ぶりや勤務態度を通じて勤務成績を評定し、昇任や配置などの人事管理に

活用しています。 

 

 

３ 給与の状況 

  令和３年度の普通会計部門に所属する職員の給与の状況は次のとおりです。 

 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

区分 
住民基本台帳人口

（4年 1月 1日） 
歳出額 実質収支 人件費 

人件費率 

（人件費/歳出額） 

2 年度の 

人件費率 

3年度 29,045人 11,480,015千円 382,100千円 1,512,820千円 13.18％ 11.11％ 

（注）人件費には、町長・副町長・教育長の給料などを含みます 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

区分 職員数 
給与費 １人当たり

給与費 
給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 

3年度 137人 605,819千円 122,864千円 228,124千円 956,807千円 6,984千円 

（注）職員手当には退職手当を含みません。 

（注）職員数は、令和 3年 4月 1日現在の人数です。 

（注）給与費の中には、再任用職員（短時間勤務）及び会計年度任用職員の給料・手当が含まれており、職員数には当

該職員を含んでいません。 

 

（３）ラスパイレス指数の状況（各年 4 月 1日現在） 

年 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 

指数 ９８ ９７．４ ９８．１ ９６．９ 

 

 

 



（４）職員の平均給料月額・平均給与月額及び平均年齢の状況(令和 4年 4月 1日現在) 

一般行政職 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

(国比較ベース) 

須恵町 39.0歳 ２９６，４６６ 円 ３６２，１４９ 円 ３３９，７８９ 円 

福岡県 42.3歳 ３１９，４８２ 円 ４１６，８７８ 円 ３５９，６８９ 円 

国 43.0歳 ３２５，８２７ 円 ― ４０７，１５３ 円 

（注1） 福岡県と国の数値は令和３年４月１日現在のものです。 

（注2） 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当などすべての諸手当を合計し

たもので、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。また、「平均給与月額（国比較ベー

ス）」は、比較のため国家公務員と同じベース（時間外勤務手当等を除いたもの）で算出しています。 

 

（５）職員の初任給の状況 （令和 4年 4月 1日現在） 

区分 須恵町 福岡県 国 

一般行政職 
大学卒 １８２，２００ 円 １８８，４００ 円 １８２，２００ 円 

高校卒 １５４，９００ 円 １５４，６００ 円 １５０，６００ 円 

（注 1）福岡県と国の数値は令和３年４月１日現在のものです 

 

（６）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 (令和 4年 4 月 1 日現在) 

区分 経験年数 10年 経験年数 20年 経験年数 25年 経験年数 30年 

一般行政職 

大学卒 ２６４，４００円 ３５７，１００円 ３８４，６００円 ３９８，３００円 

高校卒   ２３０，９００円   ３２０，７００円 ３７８，１００円 ３９１，３００円 

 

 

（７）一般行政職の級別職員数の状況 (令和 4年 4月 1日現在) 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

1級 主事 １５人 １３．２％ 

2級 主事 ２２人 １９．３％ 

3級 主任主事 ２７人 ２３．７％ 

4級 係長 ２２人 １９．３％ 

5級 課長補佐・参事 １６人 １４．０％ 

6級 課長・理事 １２人 １０．５％ 

（注3） 須恵町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

（注4） 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

 

 

（８）職員の人事評価の状況 

  須恵町職員人事評価規程を平成２８年４月１日から施行しています。 

 

 



（９）職員手当の状況 

 

① 期末手当・勤勉手当 

区分 須恵町 

（３年度支給割合） 

福岡県 

（３年度決算） 

国 

（２年度支給割合） 

期 末 手 当 2.40月分(1.35月分) 2.40月分(1.35月分) 2.55月分(1.45月分) 

勤 勉 手 当 1.90月分(0.90月分) 1.90月分(0.90月分) 1.90月分(0.90月分) 

加算措置の状況 

職制上の段階、職務の級等

による加算措置 

・役職加算 5～15％ 

職制上の段階、職務の級等

による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 10～25％ 

職制上の段階、職務の級等

による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 10～25％ 

（注） （ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

②退職手当（令和 4年 4月 1日現在） 

区分 須恵町 福岡県 国 

勤続年数 自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20年 19.6695 24.586875 19.6695 24.586875 19.6695 24.586875 

勤続 25年 28.0395 33.27075 28.0395 33.27075 28.0395 33.27075 

勤続 35年 39.7575 47.709 39.7575 47.709 39.7575 47.709 

最高限度額 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709 

その他の 

加算措置 

定年前早期退職特例措置

2～20％ 

定年前早期退職特例措置

2～45％ 

定年前早期退職特例措置

2～45％ 

 

③地域手当（普通会計決算） 

支給実績（令和 3年度決算） ３１，８６５ 千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額 ２３２，５９１  円 

支給率 支給対象職員 国の地域手当支給率 

６％ １３７人 ３％ 

 

④時間外勤務手当（普通会計決算） 

 令和３年度決算 令和２年度決算 

支給実績 ４０，３７２ 千円 ３４，７１４ 千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額 ３４２，１３６  円 ３０１，８６１  円 

（注）職員 1人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（元年度決算）」と同じ年度の 4月 1日現在 

の総職員数（管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を 

含みます。 

 

 

 

 



⑤その他の手当（令和 4年 4月 1日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度

との異同 

支給実績 
(３年度決算) 

支給職員 1人当たり

平均支給年額 

(３年度決算) 

扶養手当 

○扶養親族のある職員に支給 

・配偶者 6,500円   

・子 10,000円   

・父母等 6,500円 

同じ 15,658 千円 260,967 円 

住居手当 

○自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を

支払っている職員に支給 

限度額      28,000円 

同じ 11,142 千円 337,636 円 

通勤手当 

○通勤のため交通用具（自動車等）を使用し

ている職員に支給 

・通勤距離 2km以上が対象 

（通勤距離に応じて支給） 

○通勤のため交通機関を使用している職員に

支給 

・運賃等相当額 

（1か月の支給限度額 55,000円） 

同じ 4,626 千円 73,429 円 

管理職手当 

理事・総務課長        62,000円 

課長             52,000円 

参事・園長・所長       40,000円 

総務課長補佐・園長補佐    38,000円 

異なる 10,896 千円 573,474 円 

 

 

（１０）特別職の報酬などの状況（令和 4年 4月 1日現在） 

区分 給料月額など 

給料 

町 長 ８３２，０００ 円 

副 町 長 ６７３，０００ 円 

教 育 長 ６２６，０００ 円 

報酬 

議 長 ３４６，０００ 円 

副 議 長 ２８３，０００ 円 

議 員 ２６４，０００ 円 

期末手当 

（３年度支給

割合） 

町 長 ３．２５ 月分 

副 町 長 ３．２５ 月分 

議 長 ３．２５ 月分 

副 議 長 ３．２５ 月分 

議 員 ３．２５ 月分 



４ 勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

（１）一般職員の勤務時間の状況（令和 4年 4月 1日現在） 

1週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

38時間 45分 8時 30分 17時 15分 12時 00分から 13時 00分まで 

（注）1日の勤務時間は 7時間 45分で、週休 2日制。 

 

 

（２）休暇制度の概要 

区分 種類 内容 

年次有給休暇  
1年度 20日（残日数がある場合は 20日を限度

に翌年度に繰り越すことができる。） 

病気休暇  
医師の証明に基づき必要最小限度必要な日数

又は時間 

特別休暇 

選挙権、その他公民としての権利を行使す

る場合 

その都度必要な期間 裁判員・証人などとして裁判所へ出頭する

場合 

骨髄バンクへの登録、骨髄液の提供 

ボランティア活動に参加する場合 5日の範囲内の期間 

結婚休暇 連続 5日の範囲内 

出生サポート休暇 5日の範囲内 

産前休暇（８週間以内に出産する予定であ

る女性職員が申し出た場合） 
出産の日までの申し出た期間 

産後休暇 
出産の日の翌日から 8 週間を経過するまでの

期間 

妊娠・産後 1年以内の健診休暇 その都度必要な時間 

保育のための授乳などを行う休暇 1日 2回それぞれ 30分以内 

妻の出産に伴う休暇 2日の範囲内の期間 

育児参加のための休暇 5日の範囲内の期間 

子の看護のための休暇 
小学校就学前の子 1 人につき 5 日の範囲内の

期間（子が２人以上の場合は１０日） 

短期介護休暇 
１の年度において５日（要介護者が２人以上の

場合は１０日） 

忌引 配偶者、父母 7日、子 5日、祖父母 3日等 

父母を追悼する場合 1日の範囲内の期間 

夏季休暇（盆等の諸行事や健康増進） 
6 月から 10 月までの期間内における原則とし

て連続する 3日の範囲内の期間 

災害による住居の減失および損壊 7日の範囲内の期間 



災害などにより出勤が困難な場合 
その都度必要と認める期間 

災害時の退勤途上の危険回避 

 生理休暇 3日の範囲内 

介護休暇 

（無給） 
配偶者、父母などの介護 

介護を必要とするーの継続する状態ごとに、連

続する 6か月の範囲内の必要な期間（無給） 

 

 

（３）年次有給休暇の取得状況（令和 3 年度） 

1年度あたり 20日間の年次有給休暇が与えられます。残日数がある場合は 20日を限度として 

翌年に繰り越すことができます。 

 

区分 1年間の平均取得日数 

一般職員 ８．９日 

 

（４）介護休暇の取得状況（令和 3年度） 

区分 介護休暇取得者数 

男性職員 0人 

女性職員 0人 

合計 0人 

 

 

５ 休業に関する状況 

 

育児休業・部分休業の取得状況（令和 3 年度） 

育児休業は、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、職員の福祉を増進するとともに、行政

の円滑な運営に資することを目的として設けた制度です。部分休業は、小学校就学の始期に達する

までの子を養育するため、勤務時間の始め又は終わりに１日につき２時間以内で勤務しないことが

できる制度です（勤務しない時間の給与額は減額されます）。 

 

区分 
育児休業 

取得者数 

部分休業 

取得者数 

男性職員 １人 ０人 

女性職員 ３人 ０人 

合計 ４人 ０人 

 

 

 

 



６ 分限および懲戒処分の状況 

  

（１）分限処分の状況（令和 3年度） 

分限処分は、公務能率を維持することを目的として、心身の故障や職に必要な適正性を欠くなど、

一定の理由がある場合に、職員の意に反し身分上の不利益な処分を行うものです。その種類として

「免職」「降任」「休職」があります。 

(単位：人) 

処分事由 免職 降任 休職 合計 

勤務実績が良くない場合 ０ ０ ０ ０ 

心身の故障の場合 ０ ０ ２ ２ 

職に必要な適格性を欠く場合 ０ ０ ０ ０ 

合計 ０ ０ ２ ２ 

 

 

（２）懲戒処分の状況（令和 3年度） 

懲戒処分は、職員が法令や職務上の義務などに反した場合に道義的責任を問うことにより、公務

における規律と秩序を維持することを目的とする処分です。その種類として「免職」「停職」「減給」

「戒告」があります。 

(単位：人) 

処分事由 免職 停職 減給 戒告 合計 

法令に違反した場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

合計 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

 

７ 服務の状況 

   職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては、全力をあ

げてこれに専念しなければならないこととされており、この趣旨を実現するため、服務上の制約が

課されています。 

区 分 内  容 

法令および上司の職務上の命令に従

う義務 

（地方公務員法第 32条） 

職員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例に従い、かつ、上司の職

務上の命令に忠実に従わなければなりません。 

信用失墜行為の禁止 

（地方公務員法第 33条） 

職員は、その職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるような行

為をしてはなりません。 

秘密を守る義務 

（地方公務員法第 34条） 

職員は在職中であると退職後であるとを問わず、職務上知り得た秘密を漏らし

てはなりません。 

職務に専念する義務 

（地方公務員法第 35条） 

職員は、法律や条例に特別の定めがある場合以外は、勤務時間および職務上の

注意力の全てをその職責遂行のために用い、全体の奉仕者として公共の利益の

ために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては全力をあげてこれに専念しなけれ

ばなりません。 



政治的行為の制限 

（地方公務員法第 36条） 

職員は、特定の政治的行為について、これを行うことを禁止されています。 

争議行為の禁止 

（地方公務員法第 37条） 

職員は、使用者たる住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をすること、

また、地方公共団体の機関の活動を低下させる怠業的行為をすることを禁止さ

れています。 

営利企業などの従事制限 

（地方公務員法第 38条） 

職員は、任命権者の許可を受けなければ営利企業の役員などを兼ねることや自

らの営利企業を営むこと、その他報酬を得ていかなる事業または事務にも従事

することはできません。 

 

８ 退職管理の状況 

  須恵町では、職員の退職管理に関する条例を制定しています。 

  これは、退職した元職員が、在籍していた自治体に対し契約行為や行政処分等の働きかけを禁止す 

ることを目的としています。この取り組みの一環として、管理職員で退職した者が、民間事業所等に 

再就職した場合に、届出を義務づけています。 

  令和３年度中に退職した管理職員のうち、民間事業所等に再就職したものは 0人です。 

 

９ 研修の状況 

 

（１） 研修の状況（令和３年度） 

職員の研修は、職員の勤務能率の発揮および増進を目的に、任命権者において組織的に行って 

いるものです。 

区分 修了人員 研修内容 

福岡県市町村職員研修所 ４０人 
新規採用職員、一般職員、新任係長、再任用職員、地方公

営企業会計、市町村民税など 

市町村職員中央研修所 

全国市町村国際文化研修所 
１人 地方公営企業法の適用に向けた実務研修 

その他 １人 自治大学校 

   合  計 ４２人 ※研修事業費 ： 953,040円 

 

 

１０ 福祉および利益の保護の状況 

 

（１） 福祉の状況 

ア 健康管理事業(令和３年度) 
労働安全衛生法および安全管理規定に基づき、職場における職員の安全と健康を確保するため、 

健康診断の実施や健康管理委員会を設置しています。 

 

健康診断などの実施状況 

区 分 受診者数 内 容 

一般定期健康診断 １９９人  全職員を対象に毎年 1 回実施 

産業医等健康相談 ５６人  希望者 

合計 ２５５人   

                     ※産業医健康相談は延べ人数 



  イ 福利厚生事業 

   職員の健康保険や年金などの共済制度は、社会保険制度の一環として、地方公務員法および地方 
公務員共済組合法の定めるところにより、福岡県市町村職員共済組合により実施されています。 
共済組合では、組合員である職員とその家族の病気、けが、出産、死亡などに対して必要な給付 

を行う「短期給付事業」、職員の退職・障害または死亡に対して年金または一時金の給付を行う「長
期給付事業」、健康診断などの健康保持増進事業、保養施設の運営、住宅資金などの貸し付けを行う
「福祉事業」などの事業を行っています。 

   また、地方公務員法第 42条の規定に基づく職員の保健、元気回復、その他の厚生に関する事業 
などを実施するため、須恵町職員互助会が設置されています。 

 

    須恵町職員互助会 

   

   

 

 

 

 

 

ウ 公務災害補償 
災害補償制度は、職員が公務上の災害または通勤による災害により生じた損害の補償と、被災職 

員の職場復帰の促進および職員・遺族の援護を図るために必要な事業を行うことを目的としていま 
す。  

   なお、災害の認定および補償は、地方公務員災害補償基金福岡県支部が行っています。 
 
 
    公害災害発生件数（令和３年度） 

 

 

 

 

 

（２）公平委員会の状況 

公平委員会は、地方自治体の規定に基づき設置される地方公共団体の執行機関で、公平・公正な

行政を確保するために必要なものとして、地方公務員法の定めるところにより、職員の勤務条件に

関する措置の要求および職員に対する不利益処分を審査するなど必要な措置を講ずるために設置

されるものです。 

須恵町は古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、新宮町、久山町、粕屋町、糟屋郡自治会館組合、糟

屋郡篠栗町外一市五町財産組合、玄海環境組合、古賀高等学校組合、北筑昇華苑組合、須恵町外二

ケ町清掃施設組合、粕屋北部消防組合、粕屋南部消防組合と共同し設置しています。その権限は次

のとおりです。 

 

ア）職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定しおよび必要な

措置を執ること。 

   イ）職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決または決定をすること。 

   ウ）職員の苦情を処理すること 

   エ）その他法律に基づきその権限を属せしめられた事務 

 

 

 

 令和３年度決算 

会員数 １５５ 人 

会員掛金 ３，０００，２４１ 円 

町の助成金 １０，０００ 円  

公務災害 通勤災害 合計 

０ ０ ０ 



ア 勤務条件に関する措置要求の状況 
勤務条件に関する措置要求制度は、職員から勤務条件に関し、適当な行政上の措置を求める要 

求があった場合に、公平委員会が必要な審査をした上で判定を行い、あるいはあっせんまたはこれ

に準じる方法で事案の解決にあたるものです。 
   令和元年度中に新たな措置要求はなく、また、係属している事案もありません。 

 

 

イ 不利益処分に関する審査請求の状況（令和３年度） 
不利益処分についての審査制度は、職員からの懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた

として審査請求があった場合、公平委員会が事案を審査し、その結果に基づいて、その処分を承認・

修正または取り消す判定を行うものです。 

 

区  分 

令和２年度末 

の係属件数 

令和３年度中の

申立件数 

令和３年度中の

処理数 

令和４年度への

繰越件数 

懲 戒 処 分 ０件 ０件 ０件 ０件 

分 限 処 分 ０件 ０件 ０件 ０件 

そ の 他 ０件 ０件 ０件 ０件 

合 計 ０件 ０件 ０件 ０件 

 

 


